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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子写真方式の画像形成装置に用いられて、複数の回転体に回転自在に支持されており
、磁性キャリアを含む現像剤を用いて像担持体上に形成されたトナー像を外周面に担持す
る中間転写ベルトにおいて、
　結晶性樹脂を用いて単層に形成されるとともに、前記外周面における樹脂の結晶化度が
内周面よりも高く、前記外周面の硬度が０．２５ＧＰａ以上であって、前記内周面の硬度
が０．２０ＧＰａ以下であることを特徴とする中間転写ベルト。
【請求項２】
　前記結晶性樹脂は、熱可塑性樹脂であることを特徴とする請求項１の中間転写ベルト。
【請求項３】
　前記結晶性樹脂は、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、又は
ポリエーテルエーテルケトンであることを特徴とする請求項２記載の中間転写ベルト。
【請求項４】
　ポリエーテルエーテルケトンを用いて単層に形成され、前記外周面の結晶化度が１６％
以上であり、前記内周面の結晶化度が１２％以下であることを特徴とする請求項３に記載
の中間転写ベルト。
【請求項５】
　前記回転体の軸方向への移動を制限するための内側へ突出したリブが、前記内周面の両
方の縁部分に一周連続して取り付けられていることを特徴とする請求項４記載の中間転写



(2) JP 5084412 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

ベルト。
【請求項６】
　前記像担持体と、
　前記像担持体から転写されたトナー像を前記外周面に担持する請求項１乃至５いずれか
１項記載の中間転写ベルトと、
　前記中間転写ベルトに担持されたトナー像を記録材に転写する転写手段と、を備えたこ
とを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式で形成される像が転写される中間転写ベルトに関し、詳しくは
、中間転写ベルトの長寿命化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式によって形成されるトナー像を中間転写ベルトへ一次転写し、中間転写ベ
ルトが担持するトナー像を記録材へ二次転写する画像形成装置が実用されている。
【０００３】
　特許文献１には、結晶性の樹脂を用いて単層に形成される中間転写ベルトが開示される
。結晶性の樹脂を用いて単層に形成される中間転写ベルトは構成が簡素であるため、製造
コストが安価であるという利点を有する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１１２９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示される中間転写ベルトは、磁性キャリアを含む現像剤を
使用した場合、磁性キャリアとの摺擦により表面に傷が生じ、頻繁に交換する必要がある
ことが判明した。
【０００６】
　また、表面の傷の発生を防止するために中間転写ベルトを硬くすると、回転体を通過す
る際の屈曲によりクラックが生ずるため、同様に頻繁な交換が必要になる。
【０００７】
　本発明の目的は、製造コストの安価な単層の中間転写ベルトであって、寿命の長い中間
転写ベルトを供給することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の中間転写ベルトは、電子写真方式の画像形成装置に用いられて、複数の回転体
に回転自在に支持されており、磁性キャリアを含む現像剤を用いて像担持体上に形成され
たトナー像を外周面に担持するものである。そして、結晶性樹脂を用いて単層に形成され
るとともに、前記外周面における樹脂の結晶化度が内周面よりも高く、前記外周面の硬度
が０．２５ＧＰａ以上であって、前記内周面の硬度が０．２０ＧＰａ以下である
【発明の効果】
【０００９】
　本発明よれば、結晶性樹脂を単層で形成した中間転写ベルトの長寿命化を図ることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明のいくつかの実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。本発明は、結
晶性樹脂の中間転写ベルトの表面（外周面）の結晶化度が裏面（内周面）よりも高い限り
において、各実施形態の構成の一部または全部を、その代替的な構成で置き換えた別の実
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施形態でも実施できる。
【００１１】
　従って、記録材搬送体や中間転写体に沿って複数の感光ドラムを配置したタンデム型画
像形成装置のみならず、１個の感光ドラムを配置した１ドラム型画像形成装置でも実施で
きる。
【００１２】
　本実施形態では、トナー像の形成／転写に係る主要部のみを説明するが、本発明は、必
要な機器、装備、筐体構造を加えて、プリンタ、各種印刷機、複写機、ＦＡＸ、複合機等
、種々の用途で実施できる。
【００１３】
　なお、特許文献１に示される画像形成装置、樹脂材料、加工方法の一般的な事項につい
ては、図示を省略して重複する説明を省略する。
【００１４】
　＜第１実施形態＞
　図１は第１実施形態の電子写真方式の画像形成装置の構成の説明図、図２は画像形成部
及び二次転写部の構成の説明図である。
【００１５】
　図１に示すように、第１実施形態の画像形成装置１００は、中間転写ベルト７の直線区
間に、４つの画像形成部Ｐａ、Ｐｂ、Ｐｃ、Ｐｄを配列したタンデム型フルカラープリン
タである。以下の実験に用いた具体的な機種名は、ＬＢＰ５９００である。
【００１６】
　画像形成部Ｐａでは、感光ドラム１ａにイエロートナー像が形成されて、回転する無端
状の中間転写ベルト７に一次転写される。画像形成部Ｐｂでは、感光ドラム１ｂにマゼン
タトナー像が形成されて中間転写ベルト７のイエロートナー像に重ねて一次転写される。
画像形成部Ｐｃ、Ｐｄでは、それぞれ感光ドラム１ｃ、１ｄにシアントナー像、ブラック
トナー像が形成されて同様に中間転写ベルト７に順次重ねて一次転写される。
【００１７】
　中間転写ベルト７に一次転写された四色のトナー像は、二次転写部Ｔ２へ搬送されて記
録材Ｐへ一括二次転写される。二次転写部Ｔ２で四色のトナー像を二次転写された記録材
Ｐは、定着装置２５で加熱加圧を受けてトナー像を定着された後に、画像形成装置１００
の外部へ排出される。
【００１８】
　定着装置２５は、ランプヒータ２５ｃを配置した加熱ローラ２５ａに加圧ローラ２５ｂ
を圧接して構成され、記録材Ｐに担持されたトナー像を、熱と圧力により記録材の表面に
固定する。
【００１９】
　画像形成部Ｐａ、Ｐｂ、Ｐｃ、Ｐｄは、付設された現像装置４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄで
用いるトナーの色がイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックと異なる以外はほぼ同一に構
成される。以下では、画像形成部Ｐｄについて説明し、他の画像形成部Ｐａ、Ｐｂ、Ｐｃ
については、説明中の符号末尾のｄを、ａ、ｂ、ｃに読み替えて説明されるものとする。
【００２０】
　図２に示すように、画像形成部Ｐｄは、像担持体の一例である感光ドラム１ｄの周囲に
、帯電装置２ｄ、露光装置３ｄ、現像装置４ｄ、一次転写ローラ５ｄ、クリーニング装置
６ｄを配置する。
【００２１】
　感光ドラム１ｄは、アルミニウム製シリンダの外周面に、帯電極性が負極性の有機感光
体材料（ＯＰＣ）の光導電体層を形成してある。感光ドラム１ｄは、駆動モータ（Ｍ３：
図１）から駆動力を分配して、ほぼ１５０ｍｍ／秒のプロセススピードで矢印Ｒ１方向に
回転する。
【００２２】
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　帯電装置２ｄは、帯電ローラを感光ドラム１ｄに所定の圧力で圧接させ、感光ドラム１
の回転に従動して回転させる。電源Ｄ３は、直流電圧と交流電圧とを重畳した帯電電圧を
帯電ローラに印加する。
【００２３】
　露光装置３ｄは、ブラックの分解色画像を展開した走査線画像データをＯＮ－ＯＦＦ変
調したレーザービームを回転ミラーで走査して、帯電した感光ドラム１ｄの表面に画像の
静電像を書き込む。
【００２４】
　現像装置４ｄは、非磁性のトナーに磁性キャリアを混合した二成分現像剤を攪拌して、
トナーを負極性に帯電させる。帯電したトナーは、固定磁極４ｊの磁力によって現像スリ
ーブ４ｓの表面に穂立ち状態で担持されて、感光ドラム１ｄを摺擦する。現像スリーブ４
ｓは、固定磁極４ｊの周囲で、感光ドラム１ｄとカウンタ方向に回転する。
【００２５】
　トナーは、負帯電性のポリエステル系樹脂を主成分とし、体積平均粒径は６．２μｍで
ある。磁性キャリアは、体積平均粒径が３５μｍの樹脂磁性キャリアである。
【００２６】
　電源Ｄ４は、直流電圧に交流電圧を重畳した現像電圧を現像スリーブ４ｓに印加して、
現像スリーブ４ｓよりも相対的に正極性となった感光ドラム１ｄの静電像へトナーを移動
させて、静電像を反転現像する。
【００２７】
　一次転写ローラ５ｄは、両端部をバネで付勢されて感光ドラム１ｄとの間に総荷重８Ｎ
（８００ｇｆ）で中間転写ベルト７を挟み込んで、感光ドラム１ｄと中間転写ベルト７と
の間に一次転写部Ｔ１を形成する。一次転写ローラ５ｄは、金属の芯金の外側に半導電性
のポリウレタン系発泡ゴム層を形成して構成され、アスカーＣ硬度１０、ローラ抵抗が１
×１０６Ωである。
【００２８】
　電源Ｄ１は、一次転写ローラ５ｄに正極性の直流電圧を印加して、負極性に帯電して感
光ドラム１ｄに担持されたトナー像を、一次転写部Ｔ１を通過する中間転写ベルト７へ移
動させる。
【００２９】
　クリーニング装置６ｄは、クリーニングブレードを感光ドラム１ｄに摺擦して、一次転
写部Ｔ１を通過して感光ドラム１ｄの表面に残留した転写残トナーを除去する。
【００３０】
　図１に示すように、二次転写ローラ１１は、中間転写ベルト７を介してバックアップロ
ーラ１０に圧接して、中間転写ベルト７と二次転写ローラ１１との間に二次転写部Ｔ２を
形成する。中間転写ベルト７のトナー像に重ね合わせて記録材Ｐが二次転写部Ｔ２を挟持
搬送される過程で、中間転写ベルト７から記録材Ｐへトナー像が移動する。
【００３１】
　二次転写ローラ１１は、金属の芯金上に半導電性のＮＢＲゴムとヒドリンゴムを主成分
とする発泡ゴム層を形成した、アスカーＣ硬度３５で、ローラ抵抗が１×１０８の半導電
性ローラ材を使用した。
【００３２】
　バックアップローラ１０は、ステンレス製の円筒材料で形成されて接地電位に接続され
ている。
【００３３】
　電源Ｄ２は、正極性の定電圧を二次転写ローラ１１へ印加して、バックアップローラ１
０と中間転写ベルト７と記録材Ｐと二次転写ローラ１１との直列回路に転写電流を流す。
転写電流の一部が中間転写ベルト７のトナー載り部を流れて、中間転写ベルト７から記録
材Ｐへのトナーの移動に関与する。
【００３４】
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　クリーニング装置１９は、２ｍｍ厚のポリウレタンのクリーニングブレード１９ｂの先
端を、中間転写ベルト７の表面に、カウンタ方向に当接させている。クリーニング装置１
９は、記録材Ｐに転写されることなく二次転写部Ｔ２を通過した中間転写ベルト７上の転
写残トナー等をクリーニングブレード１９ｂにより摺擦除去する。
【００３５】
　＜中間転写ベルト＞
　図３は磁性キャリアによる中間転写ベルトの損傷の説明図、図４は中間転写ベルトの寄
り制御用のリブの説明図である。
【００３６】
　図１に示すように、中間転写体の一例である無端状の中間転写ベルト７は、回転体の一
例である駆動ローラ１３、バックアップローラ１０、テンションローラ１２に掛け渡して
支持される。中間転写ベルト７は、駆動モータＭ３に駆動されて矢印Ｒ２方向に回転する
。
【００３７】
　図２に示すように、現像スリーブ４ｓに担持された現像剤が感光ドラム１ｄの静電像を
現像する際に現像剤に含まれる磁性キャリアの一部がトナーとともに感光ドラム１ｄに付
着する場合がある。
【００３８】
　図３に示すように、トナーｔとともに感光ドラム１ｄに担持された磁性キャリアｃは、
感光ドラム１ｄから中間転写ベルト７へトナー像が転写される際に、中間転写ベルト７の
表面を摺擦して引掻き傷を形成する場合がある。このような引掻き傷は、転写ムラの原因
となって画像品質を低下させたり、中間転写ベルト７のクリーニング性を低下させたりす
る。
【００３９】
　従って、中間転写ベルト７は、高速回転中、磁性キャリアｃを引き摺っても大きな引掻
き傷が発生しない表面硬度、耐磨耗性を備えた材料を選択する必要がある。そして、材料
の選択を誤ると、短時間で中間転写ベルト７の光沢度や表面性が損なわれ、画像品質が低
下してしまう。
【００４０】
　図４に示すように、テンションローラ１２の回転軸の両端には、中間転写ベルト７が駆
動ローラ１３で駆動された時に発生する寄りを制御するために、ポリアセタール樹脂で形
成されたコロ１２ｅ、１２ｆが回転自在に挿入されている。
【００４１】
　このため、中間転写ベルト７の高速回転中、中間転写ベルト７のコロ１２ｅ、１２ｆに
当接する部分は、コロ１２ｅ、１２ｆのガタつきに伴って外周方向へ突き出され、小さな
半径で繰り返し折れ曲り変形する。
【００４２】
　また、単層シームレスに形成された中間転写ベルト７の内周面の両方の縁部分には、内
側に突出して、コロ１２ｅ、１２ｆに案内されて、中間転写ベルト７の軸方向の移動を制
限するリブ７ｅ、７ｆが一周連続して取り付けられている。リブ７ｅ、７ｆは、ＪＩＳＡ
硬度７０のウレタンゴムを用いて幅５ｍｍ、厚さ１ｍｍに形成され、中間転写ベルト７の
内側面に一周連続に接着して組み立てられている。
【００４３】
　このため、リブ７ｅ、７ｆは、耐磨耗性能を満足する範囲で、十分に柔らかい材料を用
いているが、取り付けた境界領域では、中間転写ベルト７の高速回転中、曲げ抵抗の段差
が形成されて弱い応力集中に晒される。
【００４４】
　従って、中間転写ベルト７は、高速回転中、リブ７ｅ、７ｆを接着した境界領域に発生
する繰り返しの曲げ応力に耐えて十分な耐疲労性を発揮できる材料を選択する必要がある
。そして、材料の選択を誤ると、低温環境で長時間運転した場合に、リブ７ｅ、７ｆを接
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着した境界領域にクラック(破れ)が発生することがある。
【００４５】
　従来は、中間転写ベルト７に、熱硬化性樹脂であるポリイミド樹脂材料を採用していた
が、材料自体の値段が高い上に、加工性、加工生産性が低く、部品コストが高くなる。
【００４６】
　そこで、使用頻度、処理枚数が少なくて、ポリイミド樹脂材料ほどの耐久性を必要とし
ない機種では、表面の硬度が低い熱可塑性樹脂材料の表面に、ハードコート表面層を設け
ることが提案された。しかし、実験してみたところ、リブ７ｅ、７ｆを接着した境界領域
で表面層の剥がれや浮きが発生して機能上の弊害が発生することが判明した。
【００４７】
　また、表面層を設ける工程を必要とするため、汎用樹脂材料を用いても、ポリイミド樹
脂材料の単層構成並みに高価になる。
【００４８】
　このような経緯で、本発明者らは、熱可塑性樹脂材料の単層構成からなる、加工工程の
工夫によって耐疲労性、耐曲げ性と、耐磨耗性とを両立させ得た中間転写ベルトを開発し
た。本発明者らは、結晶性の熱可塑樹脂を用い、表面の結晶化度のみを上げた中間転写ベ
ルト７を作製した。ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）樹脂を用いて、結晶化度を
調整することにより、表面の表面硬度が０．２５ＧＰａ以上であり、裏面の表面硬度が０
．２０ＧＰａ以下である中間転写ベルト７を得た。
【００４９】
　その結果、次のような効果が達成された。
（１）機械的強度、耐磨耗性や耐屈曲疲労性といった様々な外力に対し、十分な耐久性を
有する。
（２）表面のみの結晶化度を上げることで、表面硬度を規定値以上にし、接触部材による
傷の発生を防ぎ、良好なクリーニング性能を維持できる。
（３）従来、主に用いられている中間転写ベルト材料であるポリイミドからなるベルトや
多層からなるベルトと比較して低コストである。
【００５０】
　＜実施例および比較例＞
　図５は樹脂ベルト材料の溶融押出し成形の説明図、図６は表面と裏面とにおける表面硬
度の実用範囲の説明図、図７は磁性キャリアを引き摺った表面傷の深さの測定結果の説明
図である。
【００５１】
　次のような製造方法を用いて実施例１の中間転写ベルト７を製造した。
【００５２】
　（１）ポリエーテルエーテルケトン（Ｖｉｃｔｒｅｘ社製、商品名「ビクトレックスＰ
ＥＥＫ４５０Ｐ」)８５．０重量％に導電性カーボンブラック（電気化学工業製、商品名
「デンカブラック」）１５．０重量％をドライブレンドした。
【００５３】
　（２）ドライブレンド材料を２軸混錬押出し機に供給して、シリンダ温度を樹脂の融点
以上、熱劣化を起こさない温度以下、具体的には３４０度Ｃ～４００度Ｃで混錬しつつ、
溶融押し出し成形し、裁断してペレット材料を作製した。
【００５４】
　（３）図５に示すように、３４０度Ｃ～４００度Ｃに温度設定した１軸スクリュー押出
し機３０にペレット材料を供給して溶融した。３９５度Ｃに温度設定したスパイラル型ダ
イス３１を通じて、リップ３１ｒから下方へ樹脂ベルト材ＰＥをチューブ状に溶融押出し
成形した。このとき、引き出し速度を調整して軸方向に延伸させ、これにより厚みをほぼ
１５０μｍに誘導した。
【００５５】
　（４）溶融状態のチューブの内側面を９０度Ｃに温度設定したマンドレル３２に接触さ
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せて急速に冷却する一方、２６０度Ｃに温度設定した外部加熱装置３３を用いて外側面を
徐冷して内側面と外側面の結晶化度を制御した。マンドレル３２には、不図示のヒーター
と水冷却装置とが組み込まれ、鏡面仕上げされた銅で形成された表面の温度を冷却水温度
～３００度Ｃの範囲で任意に設定可能である。給水管３２ｉには、温度調整された冷却水
が供給され、排水管３２ｅから恒温槽、循環ポンプを介して給水管３２ｉへ冷却水を循環
させている。表面層と裏面層とで異なる冷却プロセスとなるように、溶融樹脂の固化、相
変化を行わせ、厚み約１５０μｍ、周長７００ｍｍのチューブ形状の樹脂ベルト材ＰＥを
作成した。
【００５６】
　（５）冷却したチューブ状の樹脂ベルト材ＰＥを幅４００ｍｍに切断し、回転状態で研
磨フィルムに摺擦させて、表面を研磨して鏡面状に仕上げた。
【００５７】
　（６）表面を仕上げた樹脂ベルト材ＰＥの内側面の両縁に、厚さ１ｍｍ、幅５ｍｍの合
成ゴム板を一周に渡って接着して、上述した蛇行防止用のリブ（７ｅ、７ｆ：図４）を形
成した。
【００５８】
　実施例１では、工程（３）でチューブ状に溶融押出し成形して厚み調整した直後に、工
程（４）で表面層と裏面層とで異なる冷却プロセスを適用して結晶化度を制御している。
【００５９】
　そして、工程（４）の冷却プロセスの温度設定のみを実施例１とは異ならせて、表１に
示す実施例１以外の実施例２、３、４、５、比較例１、２、３という結晶化度が異なる中
間転写ベルト７を形成した。
【００６０】
　実施例２では、マンドレルの温度設定を１３０度Ｃにして、実施例１よりも内側面の冷
却速度を低くした。
【００６１】
　実施例３では、外部加熱装置の温度設定を１８０度Ｃにして、実施例１よりも外側面の
冷却速度を高めた。
【００６２】
　実施例４では、マンドレルの温度設定を１３０度Ｃにして、外部加熱装置の温度設定を
１８０度Ｃにした。
【００６３】
　比較例１では、マンドレルの温度設定を２６０度Ｃにして、実施例２よりも内側面の冷
却速度を低くした。
【００６４】
　比較例２では、マンドレルの温度設定を１８０度Ｃにして、実施例２よりも内側面の冷
却速度を低くした。
【００６５】
　比較例３では、マンドレルの温度設定を１８０度Ｃにして、外部加熱装置の温度設定を
１８０度Ｃにした。
【００６６】
　比較例４では、マンドレルの温度設定を１３０度Ｃにして、外部加熱装置の温度設定を
１３０度Ｃにした。
【００６７】
　比較例５では、マンドレルの温度設定を９０度Ｃにして、外部加熱装置の温度設定を９
０度Ｃにした。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
　実施例１の中間転写ベルト７を１０ｍｍ角に切断して２枚の試験片を作成し、それぞれ
表面と裏面とを下にして試料台に接着して残り２０μｍまで削って測定試料を作成した。
Ｘ線回折装置(理学電機製)に測定試料をセットして、スキャン速度５度／ｍｉｎで、走査
範囲を５度～４５度までＸ線回折パターンを測定して結晶化度を算出した。
【００７０】
　結晶化度の算出においては、結晶部のピークを分離し、非晶部のスペクトルと結晶部の
スペクトルを比較することで結晶化度を求める、いわゆるピーク分離法を用いて結晶化度
を算出した。なお、ポリエーテルエーテルケトンにおいては、走査角度１８．６度、２１
度、２２．８度、２８．８度近傍に結晶部のピークが見られる。
【００７１】
　表１に示すように、実施例１では、徐冷された表面の結晶化度は３０％である一方、急
冷された裏面の結晶化度は６％であった。
【００７２】
　実施例２では、徐冷された表面の結晶化度は３０％である一方、実施例１よりも緩やか
に冷却された裏面の結晶化度は１２％であった。
【００７３】
　実施例３では、実施例１よりも速やかに冷却された表面の結晶化度は１８％である一方
、急冷された裏面の結晶化度は５％であった。
【００７４】
　実施例４では、実施例１よりも速やかに冷却された表面の結晶化度は１８％である一方
、実施例１よりも緩やかに冷却された裏面の結晶化度は１２％であった。
【００７５】
　比較例１では、徐冷された表面の結晶化度は３０％である一方、実施例２よりも緩やか
に冷却された裏面の結晶化度は３０％であった。
【００７６】
　比較例２では、徐冷された表面の結晶化度は３０％である一方、実施例２よりも緩やか
に冷却された裏面の結晶化度は１８％であった。
【００７７】
　比較例３では、実施例１よりも速やかに冷却された表面の結晶化度は１８％である一方
、実施例２よりも緩やかに冷却された裏面の結晶化度は１８％であった。
【００７８】
　比較例４では、実施例１よりも速やかに冷却された表面の結晶化度は１２％である一方
、実施例２と同様に冷却された裏面の結晶化度は１２％であった。
【００７９】
　比較例５では、実施例１よりも速やかに冷却された表面の結晶化度は６％である一方、



(9) JP 5084412 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

実施例３と同様に冷却された裏面の結晶化度は６％であった。
【００８０】
　また、中間転写ベルト７を切断して２枚の試験片を作成し、表面と裏面の表面硬度を、
超微小硬度計ナノインデンター（ＭＩＳシステムズ社製）を用いて、連続剛性測定方法に
より測定した。使用した圧子は、側面の三角形の稜線間の角度が１１５度であるような三
角錐形のダイアモンド圧子、いわゆるバーコビッチ型のダイアモンド圧子である。振動周
波数を４５Ｈｚ、変位振幅の目標値を１ｎｍとし、深さを２．０μｍまで測定した。測定
は、場所をずらせて１０回行い、その平均値を採用した。表面硬度の測定結果を表２に示
す。
【００８１】
【表２】

【００８２】
　表２に示すように、実施例１では、中間転写ベルト７の表面の表面硬度は０．３５ＧＰ
ａであり、裏面の表面硬度は０．１５ＧＰａであった。
【００８３】
　実施例２～４、比較例１～５については、ほぼ結晶化度に応じた表面と裏面との表面硬
度が得られた。
【００８４】
　図１に示すように、画像形成装置１００で、実施例１～４、比較例１～５の中間転写ベ
ルト７を装着して、それぞれ普通紙３０万枚の画像形成を行った。
【００８５】
　このときのクラックの発生状況、クリーニング不良の発生状況を表３に示す。
【００８６】
【表３】

【００８７】
　さらに、実施例１の中間転写ベルト７については、３００万枚の画像形成でもクラック
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が発生せず、クリーニング不良も発生しないことを実験により確認した。３００万枚の画
像形成でも、従来の単層構成のポリエーテルエーテルケトンのものに比較して、磁性キャ
リアのフェライト、大気中の磁性粉、無機微粒子等による引掻き傷の大きさ、深さが改善
されていた。トナーのクリーニング性能の低下も無く、転写残トナーは、すべてクリーニ
ングブレード（１９ｂ：図１）により、中間転写ベルト７から除去されていた。
【００８８】
　実施例１～４の中間転写ベルト７は、ポリエーテルエーテルケトンを用いて単層に形成
される。そして、表面の結晶化度が１６％以上で表面硬度が０．２５ＧＰａ以上あり、内
側面の結晶化度が１２％以下で硬度が０．２０ＧＰａ以下である。このような構成は、３
０万枚までのクラック発生が無く、クリーニング不良も無かった。
【００８９】
　比較例１～３の中間転写ベルト７は、ポリエーテルエーテルケトンを用いて単層に形成
されるが、内側面の結晶化度が１２％以下で硬度が０．２０ＧＰａ以下のものではない。
このような構成は、３０万枚までにクラック発生が有る。
【００９０】
　比較例４、５の中間転写ベルト７は、ポリエーテルエーテルケトンを用いて単層に形成
されるが、表面の結晶化度が１６％以上で表面硬度が０．２５ＧＰａ以上のものではない
。このような構成は、３０万枚までにクリーニング不良発生が有る。
【００９１】
　表面と裏面の表面硬度とクラック発生、クリーニング不良発生の関係を表４に示す。
【００９２】

【表４】

【００９３】
　図６に示すように、実施例１～４、比較例１～５の中間転写ベルト７の硬度は、ポリエ
ーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）の結晶化度に対して一直線状に分布する。
【００９４】
　第１実施形態の画像形成装置１００では、表面の表面硬度については、０．２５ＧＰａ
以上が実用範囲である。０．２５ＧＰａ未満では、磁性キャリアのフェライト、大気中の
磁性粉、無機微粒子等による引掻き傷の大きさ、深さが許容範囲を逸脱して、画像形成の
累積に伴う光沢度や表面粗さの変化が大き過ぎるからである。３０万枚未満でクリーニン
グ不良現象が発生した表面硬度は、表３、表４に示すように０．２５ＧＰａ未満だからで
ある。
【００９５】
　また、内側面の表面硬度、すなわち裏面硬度については、０．２０ＧＰａ以下が実用範
囲である。０．２０ＧＰａを越えると、材質がもろくなって耐疲労強度、耐曲げ強度が不
足するからである。３０万枚未満でクラックが発生した裏面硬度は、表３、表４に示すよ
うに０．２０ＧＰａを越えていたからである。
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【００９６】
　画像形成装置１００では、中間転写ベルト７の表面の結晶化度が１６％以上であれば、
表面硬度が０．２５ＧＰａ以上となって表面性に関して良好な機能を満足する。
【００９７】
　また、内側面の結晶化度が１２％以下であれば裏面硬度が０．２０ＧＰａ以下となって
、良好な耐久性能を満足する。
【００９８】
　次に、図１に示すように、確認検討のため、実施例１～４、比較例１～５の中間転写ベ
ルト７に対して、画像形成装置１００を用いて表面性に関する短縮的な実験を行った。
【００９９】
　具体的には、感光ドラム１ｄと中間転写ベルト７との間にフェノール系のバインダー樹
脂に磁性金属酸化物及び非磁性金属酸化物と所定の比で混合し、重合法により製造した磁
性キャリアを強制的に供給した。そして、中間転写ベルト７の停止状態で感光ドラム１ｄ
を回転駆動させた。そして、中間転写ベルト７に形成される磁性キャリアを引き摺った表
面傷の深さをレーザ顕微鏡(キーエンス製　ＶＫ－８５００)にて測定した。
【０１００】
　図７に示すように、表面硬度と磁性キャリアによる表面傷の深さとは、相関があり、表
面の硬度が高いほど、中間転写ベルト７の表面傷の深さは浅くなった。これは、表面硬度
が低い場合には、一次転写部Ｔ１を通過する中間転写ベルト７が磁性キャリアによって大
きく塑性変形するが、表面層の硬度が「境界値である０．２５ＧＰａ」より高い場合には
、塑性変形しないためと考えられる。
【０１０１】
　従って、表面硬度が０．２５ＧＰａ以上の中間転写ベルト７では、磁性キャリアにより
表面に傷がついたとしても、傷が浅いため、画像形成装置１００において、良好なクリー
ニング性、画像特性が確保される。
【０１０２】
　中間転写ベルト７のクラックに関しては、厚み全体を徐冷して結晶化度を高めた場合は
、材料自体が脆性を有し、リブ（７ｅ、７ｆ：図４）近傍の局所的な変形に対し、その脆
性のためクラックが発生した。
【０１０３】
　実施例１～４では、表面のみを結晶化度を高めたことにより、表面は脆性を示すが、中
心～裏面においては硬度が低い、すなわち非晶であるため、厚み全体においてはある程度
の靭性を有する。このため、局所的な変形においても、ベルトが柔軟性を有しているため
、クラックが発生しなかったと考えられる。
【０１０４】
　なお、表面硬度に関しては、製造条件を変更しても、０．４０ＧＰａより高いものが出
来なかったため、０．４０ＧＰａが上限と考えられる。
【０１０５】
　また、裏面硬度に関しては、０．１０ＧＰａ以下のものは出来なかったので、０．１０
ＧＰａが下限であると考えられる。
【０１０６】
　また、第１実施形態では、タンデム型の画像形成装置を説明したが、複数の現像装置を
備えた感光ドラムを中間転写ベルトに当接させた１ドラム型の画像形成装置でも、実施例
１～４の中間転写ベルト７を使用できる。
【０１０７】
　また、中間転写型のみならず、記録材を搬送する記録材搬送ベルトとしても実施例１～
４の中間転写ベルト７を使用できる。
【０１０８】
　また、中間転写ベルト７として使用できる結晶性熱可塑性樹脂材料は、上述した電気的
、機械的性能を満たすことができれば、どのようなものでも使用可能である。
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【０１０９】
　また、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンサルファイド、ポリブチレンテレ
フタレートに関しては、表面と裏面とで結晶化度を異ならせた実用的な中間転写ベルトが
得られた。
【０１１０】
　また、ポリエチレンテレフタレートポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド等も使
用に適すると考えられる。
【０１１１】
　また、これらの樹脂材料には、導電性を付与する等の目的で、有機物または無機物の少
なくとも１種の微粉末が配合される。例えば、カーボンブラック粉末、酸化マグネシウム
粉末、フッ化マグネシウム粉末、酸化ケイ素粉末、酸化アルミニウム粉末、窒化ホウ素粉
末、窒化アルミニム粉末、酸化チタン粉末等の無機球状微粒子を配合できる。微粉末の形
状、粒径は、添加された樹脂材料の表面平滑性を維持するために、粒子が球形状で、粒径
１．０μｍ以下のものが好ましい。
【０１１２】
　また、微粉末の種類、粒径及び含有量は、基層に必要な導電性を確保できる割合に定め
ているが、基層の耐屈曲性や強度、熱伝導率を考慮すると、総合量でベース樹脂に対して
５～４０質量％程度、特には５～２５質量％の配合量が好ましい。
【０１１３】
　なお、実施例１～４では、熱可塑性の樹脂を用いたが、熱硬化性の樹脂を用いることも
可能である。この場合、加熱時の条件の調整によって結晶化度を制御し、表面及び裏面の
硬度を上記の範囲に収めることで、同様の効果を得ることができる。
【０１１４】
　ところで、従来の画像形成装置は、特開２００１－０４７４５１号公報に示されるよう
に、ポリイミド樹脂を用いた単層構成の中間転写ベルトを採用していた。ポリイミド樹脂
は、高い弾性係数を有し、耐熱性、耐摩耗性、高温での耐クリープ性等の諸特性に優れて
いるからである。しかし、ポリイミド樹脂は、熱硬化性樹脂であるため溶融押出し成形が
不可能で、厚み調整も難しいので、多大な製造コストを必要とする。
【０１１５】
　また、従来の画像形成装置は、特開２０００－３３０３９０号公報に示されるように、
金属薄板層上にゴム弾性層を形成した複数層構成の中間転写ベルトを採用していた。しか
し、複数層構成の中間転写ベルトは、積層、塗装、厚み調整等の工程が増えるため、ポリ
イミド樹脂の単層構造よりもさらに多大な製造コストを要する。
【０１１６】
　このため、使用頻度のそれほど高くない小型の画像形成装置では、より低コストに製造
できる熱可塑性樹脂を用いた中間転写ベルトが求められていた。
【０１１７】
　上述した特許文献１には、結晶性熱可塑性樹脂の一例であるポリエーテルエーテルケト
ン（ＰＥＥＫ）を用いた中間転写ベルトが示される。ポリエーテルエーテルケトンは、ポ
リイミド樹脂には及ばないが、耐薬品性、耐疲労性、強靭性、耐摩耗性、摺動性、耐熱性
（７０度Ｃでのクリープ特性）に優れ、高温で高弾性率をもち、耐衝撃性や耐屈曲性にも
優れている。ポリエーテルエーテルケトンは、熱可塑性樹脂であるため、溶融押出し成形
、引き伸ばし厚み調整等の連続的で生産性の高い製造方法を採用できる。ポリエーテルエ
ーテルケトンは、結晶性ポリマーでありながら、分子構造上の設計により、その結晶化度
が適度に抑制され、非晶性ポリマーとしての特性を併せもっている。
【０１１８】
　中間転写ベルトに利用可能な結晶性熱可塑性樹脂はポリエーテルエーテルケトン（ＰＥ
ＥＫ）には限られない。特開２００６－０６９０４６号公報には、同じく結晶性熱可塑性
樹脂の一例であるポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）を用いた中間転写ベルトが示され
る。
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【０１１９】
　ポリエーテルエーテルケトンを含む一部の結晶性熱可塑性樹脂は、いわゆるエンジニア
リングプラスチックとして機械部品に使用されているように、機械強度と加工性との両方
に優れている。
【０１２０】
　しかし、単層シームレスな構成の中間転写ベルトに加工して画像形成装置で実際に使用
してみると、比較例５のように、ポリイミド樹脂に比較して耐摩耗性や摺擦性が不足し、
画像形成の累積に伴う表面光沢度の低下や表面粗さの劣化が早いことが確認された。
【０１２１】
　そこで、比較例１のように、溶融押出し成形時に全体を徐冷して結晶化度を高めること
により、表面硬度を高めて耐磨耗性や摺擦性を確保することが検討された。
【０１２２】
　しかし、比較例１のように、必要な耐磨耗性が確保できるほどに全体の結晶化度を高め
てしまうと、耐疲労強度、柔軟性、耐曲げ強度が低下して交換寿命が低下することが判明
した。内周面の両方の縁部分に軸方向の移動を制限するリブを一周連続に接着した状態で
、高張力を付与して、低温環境で連続回転させると、突出したリブの根本の境界部分でク
ラックが発生し易くなることが判明した。
【０１２３】
　これに対して、実施例１～４、特に実施例１は、トナー、磁性キャリアとの摺擦に晒さ
れる中間転写ベルトの外周面における表面層だけの結晶化度を高めて、中間転写ベルトの
耐磨耗性、耐摺擦性を高めている。
【０１２４】
　一方、張力や曲げ力を主体的に担う中間転写ベルトの中心層～内周面の部分は、非結晶
性の高い組織状態に保って、結晶粒界での応力集中を回避し、これにより、中間転写ベル
トの耐疲労強度、柔軟性、耐曲げ強度を確保している。
【０１２５】
　従って、熱可塑性樹脂材料を用いて単層シームレスに形成された中間転写ベルトにおけ
る耐疲労強度、柔軟性、耐曲げ強度を損なうことなく、表面の耐磨耗性、耐摺擦性を高め
ることができた。
【０１２６】
　実施例１～４、特に実施例１は、熱可塑性樹脂材料を用いて単層に形成された中間転写
ベルトにおける耐疲労強度、耐曲げ強度を確保しつつ、耐磨耗性、耐摺擦性を高めた中間
転写ベルトを実現している。ポリイミド樹脂の単層構成よりも低コストの中間転写ベルト
を搭載した画像形成装置を実現している。
【０１２７】
　熱可塑性樹脂材料を用いてポリイミドの単層構成よりも低コストに製造されて、機械的
寿命、品質寿命が必要十分に確保できる低コストで交換寿命の長い単層構成の中間転写ベ
ルトを提供している。必要十分な性能を確保した低コストな中間転写ベルトを搭載した画
像形成装置１００を提供している。
【０１２８】
　なお、表面の硬度が０．２５ＧＰａ以上という数値限定は、図７に示すように、磁性キ
ャリアの摺擦による擦過傷が急に深くなる前の境界値である。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】第１実施形態の電子写真方式の画像形成装置の構成の説明図である。
【図２】画像形成部及び二次転写部の構成の説明図である。
【図３】磁性キャリアによる中間転写ベルトの損傷の説明図である。
【図４】中間転写ベルトの寄り制御用のリブの説明図である。
【図５】樹脂ベルト材料の溶融押出し成形の説明図である。
【図６】表面と裏面とにおける表面硬度の実用範囲の説明図である。
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【図７】磁性キャリアを引き摺った表面傷の深さの測定結果の説明図である。
【符号の説明】
【０１３０】
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ　像担持体（感光ドラム）
５ｄ　転写部材（一次転写ローラ）
７　中間転写体（中間転写ベルト）
７ｅ、７ｆ　リブ
１０、１２、１３　回転体（バックアップローラ、テンションローラ、駆動ローラ）
１１　二次転写ローラ
１９　クリーニング装置
１９ｂ　クリーニングブレード
２５　定着装置
３０　１軸スクリュー押出し機
３１　ダイス
３１ｒ　リップ
３２　マンドレル
３３　外部加熱装置
１００　画像形成装置
Ｄ１、Ｄ２　電源手段（電源）
Ｍ３　駆動手段（駆動モータ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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